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当事業所は、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービス・指定介護予防短期入所生活

介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただ

きたいことを次の通り説明します。 

１．運営法人 

法 人 名 社会福祉法人 光優会 

法人所在地 岡山県総社市日羽 454 番地 

連 絡 先 

電話番号    0866‐99‐0010 

ファックス   0866‐99‐0012 

メールアドレス kouyoukai@k5963.com 

ホームページ  https://www.k5963.com 

代表者氏名 理事長  光嶋 司 

設立年月日 昭和 56 年 4 月 25 日 

 

２．施設概要 

事業種類 指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護 

事業所名称 介護老人福祉施設 光憂舘（指定 第 3370800173 号） 

事業の目的 
短期入所生活介護サービス及び介護予防短期入所生活介護サービス（以

下、「短期入所生活介護等」という。）の提供。 

設備関係 

 

 居室 入居定員 備考 

居室 

２人部屋 2 室 4 人 多床室 

４人部屋 2 室 7 人 多床室 

合  計 4 室 11 人 定 員 

浴    室 リフト付き個人浴槽５基、特殊浴槽２基 

静 養 室 2 室  

医 務 室 1 室  

食堂 兼 機能訓練室 5 室  

セミパブリックコーナー 2 室  

機能訓練室 1 室  

地域交流スペース 

多目的集会スペース 
1 室  

併設事業 

介護老人福祉施設 （指定 第 3370800173 号） 

地域密着型通所介護（指定 第 3370800199 号） 

居宅介護支援事業所（指定 第 3370801445 号） 

訪問看護ステーション（指定 第 3360890101 号） 
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住所 岡山県総社市日羽 454 番地 

連絡先 

電話番号    0866‐99‐0010 

ファックス   0866‐99‐0012 

メールアドレス kouyoukai@k5963.com 

ホームページ  https://www.k5963.com 

管理者氏名   髙島 和成 

運営方針 

① 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利

用者の立場に立ったサービスの提供を努めます。 

② 職員は、利用者が可能な限り居宅における生活への復帰ができること

を念頭に、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援助、社会生活上の便宜の

供与その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行いま

す。 

③ 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市

町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他

の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

指定年月日 令和 2 年 4 月 1 日 

入居定員 11 名 

 

３．職員 

（１）職員の配置状況（介護老人福祉施設との兼務を含む） 

職種 勤務体制 基準配置人数 実配置人数 

管理者 08：30～17：30 1 名 1 名 

医師 15：30～16：30 1 名 1 名 

生活相談員 
08：00～17：00 

08：30～17：30 
2 名 2 名以上 

看護職員 
07：00～16：00 

10：00～19：00 
3 名 3 名以上 

介護職員 

07：00～16：00 

10：00～19：00 

13：00～22：00 

22：00～ 7:00 

34 名 34 名以上 

介護支援専門員 08：30～17：30 1 名 1 名以上 
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機能訓練指導員 09：00～18：00 1 名 1 名以上 

歯科衛生士 08：00～17：00 1 名 1 名以上 

管理栄養士 
08：30～17：30 

09：00～18：00 
1 名 1 名以上 

事務員 
08：30～17：30 

09：30～18：30 
3 名 3 名以上 

 

（２）職員の職務内容 

職種 職務の内容 

管理者 

事業所の運営管理全般を統括し、利用者が安心してサービスを利用

できるよう、職員の指導・管理、サービス調整、関係機関との連絡

等を行う。 

医師 利用者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う。 

介護支援専門員 
短期入所生活介護サービス計画の作成等、利用者の介護支援に関す

る業務を行う。 

生活相談員 
利用者の入退所、生活相談及び援助の計画立案、実施に関する業務

を行う。 

看護職員 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて利用者の看護、事業所の保

健衛生業務を行う。 

機能訓練指導員 
利用者の状況に適した機能訓練、手芸、貼り絵など生活リハビリを

取り入れ心理的機能・身体機能の低下を防止するよう努めます。 

介護職員 利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

管理栄養士 食事の献立、栄養計算等利用者に対する栄養指導等を行う。 

歯科衛生士 利用者の口腔ケア全般を行う。 

その他職員 事務等、その他業務を行う。 

 

４．サービス提供の流れ 

 利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針等については、入所後作成する

「短期入所生活介護サービス計画（ケアプラン）」で定めます。「短期入所生活介護サービス

計画（ケアプラン）」の作成及び変更は、次のとおり行います。 

① 介護支援専門員（ケアマネジャー）が利用者の心身の状態や、生活状況の把握（アセ

スメント）を行い、短期入所生活介護サービス計画の原案の作成や変更を行います。 
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② 介護支援専門員（ケアマネジャー）は、短期入所生活介護サービス計画の原案につい

て、利用者及びその家族等に説明し同意を得たうえで決定します。 

 

 

③ 短期入所生活介護サービス計画は、6 ヶ月毎もしくは心身の状態の変化があった場

合、あるいは利用者及びその家族等の要望に応じ、変更の必要がある場合には、利

用者及びその家族等と協議し、同意を得たうえで、短期入所生活介護サービス計画

を変更します。 

 

 

④ 短期入所生活介護サービスが変更された場合は、利用者及びその家族等に対して書

面を交付し、その内容を確認していただきます。 

 

５．サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

食 事 

①管理栄養士の立てる献立により、栄養並びに利用者の身体の状況

及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

②利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただ

くことを原則とします。 

② 食事時間は次のとおりとします。      

朝 食  8：00～ 

昼 食 12：00～ 

おやつ 15：00～ 

夕 食 17：30～ 
 

入 浴 

①入浴又は清拭を週２回以上行います。 

 利用者の体調等により、当日入浴ができなかった場合は、清拭及

び入浴日の振替にて対応します。 

②寝たきりの状態であっても特殊機械浴槽を使用して入浴すること

ができます。 

排 泄 
排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限利用した援助を

行います。 

機能訓練 
利用者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回

復または、その減退を防止するための訓練を実施します。 

送迎サービス 
利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、原

則として通常の事業実施地域(総社市、矢掛町、吉備中央町、高梁市、岡
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山市の一部（足守地区、高松地区）、倉敷市の一部（真備地区、船穂地区）の

区域の方のみとなり、介護保険対象サービスとなる場合とならない場

合があります。 

その他自立への

支援 

①寝たきり防止のため、利用者の身体状況を考慮しながら、可能な

限り離床に配慮します。 

②清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助

を行います。 

 

６．利用料金 

（１）基本料金 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1割 2割 3割 

要支援１ 451 4,510円 451円 902円 1,353円 

要支援２ 561 5,610円 561円 1,122円 1,683円 

要介護１ 603 6,030円 603円 1,206円 1,809円 

要介護２ 672 6,720円 672円 1,344円 2,016円 

要介護３ 745 7,450円 745円 1,490円 2,235円 

要介護４ 815 8,150円 815円 1,630円 2,445円 

要介護５ 884 8,840円 884円 1,768円 2,652円 

（２）各種加算料金 

加算 
利用者負担 

算定回数等 
1 割 2 割 3 割 

機能訓練体制加算 12 円 24 円 36 円 1 日につき 

個別機能訓練加算 56 円 112 円 168 円 1 日につき 

看護体制加算（Ⅰ） 4 円 8 円 12 円 1 日につき 

看護体制加算（Ⅱ） 8 円 16 円 24 円 1 日につき 

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13 円 26 円 39 円 1 日につき 

送迎加算 184 円 368 円 552 円 片道につき 

緊急短期入所受入加算 90 円 180 円 270 円 1 日につき(7 日間限定） 

口腔連携強化加算 50 円 100 円 150 円 1 回につき 

看取り連携体制加算 64 円 128 円 192 円 1 日につき 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円 20 円 30 円 1 月につき 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 円 36 円 54 円 1 日につき 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 円 12 円 18 円 1 日につき 
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介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ） 基本料金と加算料金より算定した金額の 1000分 176 に相

当する金額 

➡ 機能訓練体制加算は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を配

置している場合に算定します。 

➡ 個別機能訓練加算は、常勤専従の理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき計画的に

機能訓練を行った場合に算定します。また、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した

上で個別機能訓練計画を作成し、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上

で、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を利用者等に説明し、必要に応じて

訓練の内容等を見直します。 

➡ 看護体制加算は、看護職員の体制について人員配置基準を上回る配置を行っている場

合に算定します。 

➡ 夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場

合に算定します。 

➡ 送迎加算は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎が必要と認められる利

用者に対して送迎（利用者の居宅と事業所の間）を行った場合に算定します。 

➡ 緊急短期入所受入加算は、居宅サービス計画において計画的に行うこととされていな

い指定短期入所生活介護を緊急に行った場合に、７日間を限度として算定します。また、

利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日間を

限度として算定します。 

➡ 口腔連携強化加算は、事業所の職員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合におい

て、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情

報提供した場合に、1月1回に限り算定します。 

➡ 看取り連携体制加算は、短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービ

ス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や

対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に算定します。 

➡利用者の安全の確保や介護サービスの質の向上、職員の負担軽減やICT化の促進を行い、

その取組に関する実績を厚生労働省に報告した場合に算定します。 

➡ サービス提供体制強化加算は、職員の割合について厚生労働大臣が定める基準に適合

している場合に算定します。 

➡ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向

上の取り組みを行う事業所等に認められる加算です。 
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７．その他の費用について 

利用者 

負担段階 

居住費 食費 合計 

負担限度額 負担限度額 利用者負担上限額 

第1段階 0円/日 300円/日 300円/日 

第2段階 430円/日 600円/日 1,030円/日 

第3段階① 430円/日 1,000円/日 1,430円/日 

第3段階② 430円/日 1,300円/日 1,730円/日 

第4段階 915円/日 1,445円/日 2,360円/日 

 

送迎費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、契約書の定めに基づ

き、送迎に要する費用の実費を請求いたします。 

※送迎サービスについては、原則玄関までのお送りとなりますが、例外に

つきましては、居宅介護支援事業所との協議とします。 

キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合は、キャンセルの連絡をいただい

た時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 

利用予定の前日の場合 キャンセル料は不要です 

利用当日の場合 
食事のキャンセル期限を超えた場合は、該当す

る１食分の食費をご負担頂きます。 

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

 

食   費 

朝食３４０円、昼食５６５円、夕食５４０円 

１食単位で費用の支払いを受けるものとします。 

また、利用者の希望により特別な食事を提供した場合は、費用の実費をい

ただきます。 

※食事のキャンセル期限は昼食１０：００、夕食１４：００、翌朝食１８：

００までとなります。 
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８．利用料等のお支払い方法 

毎月末日で締め、１ヵ月ごとに計算し翌月の10日以降に請求しますので、下記のいずれかの方

法で月末までに指定の支払い方法でお支払いください。 

（１）契約時に申し込みいただいた金融機関の口座から毎月23日自動引き落とし 

（２）下記法人指定口座へ振り込み（手数料は振り込み側でご負担願います。） 

お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず領収書をお渡ししますので、

必ず保管されますようお願いします。 

 

法人指定口座 

銀行名 吉備信用金庫 支店名 美袋支店 

普通口座 口座番号 0102627 

口座名 社会福祉法人 光優会 理事長 光嶋 司 

利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについ

て、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払い

の督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、

未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

９．サービスの提供に当たって 

（１）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住

所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

その他料金 

 項目 内容 利用料金 

1 理美容代 理髪・美容サービス料 実費相当額 

2 日常生活品代 日常生活品の購入代金等、

日常生活に要する費用で、入

居者に負担していただくこと

が適当であるものに係る費用 

実費相当額 

3 事務管理費 施設利用料の口座振替払い

に係る料金 

250 円/1回 

4 再発行手数料 サービス費領収書を紛失等さ

れた場合の再発行に係る手

数料 

10 円／1枚 

5 コピー代 書類等の複写料 モノクロ １枚 10 円  

カラー  １枚 30 円 
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（２）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くと

も利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要

な援助を行うものとします。 

（３）利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に

基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢短期入所生活介護計画｣を作成します。なお、

作成した「短期入所生活介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、

ご確認ください。 

（４）サービス提供は「短期入所生活介護計画｣に基づいて行います。なお、「短期入所生活

介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更するこ

とができます。 

（５）短期入所生活介護従業者に対するサービスの提供に関する具体的な指示や命令は、

全て当事業者が行いますが、実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充

分な配慮を行います。 

 

１０．高齢者虐待防止について 

   事業所は、利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

  （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者 髙島 和成 

  （２）成年後見制度の利用を支援します。 

  （３）苦情解決体制を整備しています。 

  （４）職員に対する人権擁護・虐待防止を啓発するための研修を実施しています。 

  （５）職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者

等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

（６）サービス提供中に、事業所の職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町

村等に通報します。 

 

 

１１．身体的拘束等について 

事業所は、身体拘束適正化委員会を設置しています。原則として利用者に対して身体拘束

等を行いません。ただし、利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶため、緊急やむ

を得ない場合には、利用者及びその家族等に対して説明し同意を得た上で、次に掲げる事項
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に留意し、必要最小限の範囲で行うことがあります。身体拘束等を行う場合には、次の手続

きにより行います。 

 （１）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる様態及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由等を記録します。 

   ①緊 急 性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・ 

身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

     ②非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して 

危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

   ③一 時 性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく 

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

  （２）利用者又はその家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。 

  （３）身体拘束の解除（改善方法）、期間の見直し等について、最大１月に１回は検討

を行い、利用者又はその家族に説明を行い、同意を得ます。 

 

１２．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。（事業所及び職員

は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了

した後においても継続します。 

②事業所は、職員に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 

職員である期間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、 

職員との雇用契約の内容とします。 

（２）個人情報の保護について 

①事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者家族の個人情報を用い

ません。 

②事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの 

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際し
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て複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

 

１３．緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師、居宅介護支援事業所への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらか

じめ指定する連絡先にも連絡します。 

【家族等緊急連絡先】 

氏名  

                   続柄 

住所 

 

電話番号 

 

携帯電話 

 

勤務先 

【主治医】 

医療機関名 

氏名 

電話番号 

 

１４．事故発生時の対応方法について 

（１）事故が発生した場合の対応、（４）に規定する報告等の方法を定めた事故発生防止

のための指針を整備します。 

  （２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を

報告し、その分析を通じた改善策についての研修を職員に対し定期的に行います。 

  （３）事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行います。 

  （４）事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市

町村、県民局利用者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

  （５）事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

  （６）事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は 

損害賠償を速やかに行います。 

 

 

１５．損害賠償について 

   事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は、その

責任の範囲においてその損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、利用者

が故意または過失が認められる場合には、その程度に応じて事業所の損害賠償責任は軽減
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されます。 

    利用者が事業所に設置している備品等を故意に破損等した場合には損害相当額を賠償請

求する場合がありますのでご了承ください。 

 

１６．心身の状況の把握 

短期入所生活介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１７．居宅介護支援事業者等との連携 

（１）居宅介護支援事業者等と密接な連携を行い、短期入所生活介護の提供の開始から終了後

に至るまで利用者が継続して保健医療サービスまたは福祉サービスを利用できるよう必要

な援助に努めます。 

（２）サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「短期入所生活介護計

画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

（３）サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を

記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

１８．サービス提供の記録 

（１）短期入所生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録すること

とし、その記録はサービスを提供した日から５年間保存します。 

（２）利用者は、事業者に対して、事業者が保存しているサービス提供記録の閲覧及び複写物

の交付を請求することができます。 

 

１９．非常災害対策 

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組

みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）氏名：高島 和成 

（２）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に職員に周知します。 

（３）定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。  

 

２０．衛生管理等 

（１）短期入所生活介護に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２）短期入所生活介護事業所において感染症が発生又はまん延しないように必要な措置を
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講じます。 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

２１．相談・苦情窓口について 

 （１）事業所における苦情の受付  

事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます｡  

〇苦情受付窓口(担当者)  

       ［職名］ 解決責任者：管理者 髙島 和成 

担当者  ：生活相談員 矢吹 直也 

      ○受付時間  9：00～17：00 

〇問い合わせ先 

     介護老人福祉施設 光憂舘 〒719-1316 総社市日羽 454 番地 

                  ℡:0866-99-0010 mail:kouyoukai@k5963.com 

苦情申出人が第三者委員への報告を希望する場合、匿名での苦情、及び文書による重大

な指摘があった場合は、速やかに第三者委員に報告し必要な対応を行います｡第三者委員

に報告した場合は、必ず苦情申出人にご返答いたします｡  

第三者委員 熊谷 慶一（℡086-955-2223） 

(直接連絡を希望される場合は法人本部にご連絡ください｡℡0866-99-0010） 

（２）行政機関又は苦情受付機関の紹介     

事業所で解決できない苦情は以下に申し立てることが出来ます。 

・総社市保健福祉部長寿介護課（℡0866-92-8369） 

・岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課（℡086-223-8811） 

・岡山県運営適正化委員会（℡086-226-9400） 

 

２２．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

     第三者評価の実施 無し 

 

２３．その他サービス利用における留意事項について 

（１）喫煙について 

   事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

（２）持ち込みについて 

① 貴重品や金銭を事業所内に持ち込まれる場合は、事前に職員にご相談ください。あ

まりに高額であり、紛失の危険性が高いような場合には、お断りすることがありま

す。それらの管理は、利用者並びにご家族の責任において行って頂きますようお願い
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致します。（携帯電話、スマホ、PC、TV 等の電化製品含みます。）また、利用者間で

の金品や物品等の貸し借りは行わないようにしてください。事業所が預り知らない

ところでの利用者間での貸し借りによって生じた損害については、事業者は責任を

負いかねます。 

② 衛生管理上、利用者居室での飲食物の管理を禁止とします。また、利用者間での飲食

物のやり取りは行わないようにお願いします。事業所が預り知らないところでの利

用者間での飲食物のやりとりによって生じた損害については、事業者は責任を負い

かねます。 

③ 居室に搬入困難な大型家具や介護サービスの提供に支障を来す医療器具、灯油スト

ーブなどの火気類、地震等により倒壊する危険のある家具等の持ち込みについては

お断りします。 

④ ナイフやハサミなどの刃物や鋭利な物等、利用者本人並びに他利用者を傷つける 

恐れのあるものの持ち込みは禁止します。 

 （３）消灯時間について 

    消灯時間は、21:00 です。 

 （４）個人情報 

サービス利用中にご利用者ご家族が職員の写真や動画撮影、録音等を行い無断でＳＮ

Ｓ等に掲載すること禁止します。 

 （５）ハラスメント 

    当法人では、職員の安全と尊厳を守り、適正なサービス提供を継続するため、利用者

本人および家族等による次の行為を認めていません。 

・暴言、威圧的な言動、人格を否定する発言 

・長時間の拘束、執拗な要求、業務を妨げる行為 

・暴力、脅迫、名誉毀損、SNS 等による誹謗中傷 

・実在の有無が不明な第三者（弁護士・行政等）の権威を示唆した不当な要求 

・その他、職員の就業環境やサービス提供に重大な支障を及ぼす行為 

    上記行為が認められた場合、当法人は利用者の状態や状況を踏まえつつ、組織的に対

応し、注意・警告、対応方法の制限、サービス提供内容の変更、または契約解除等の措

置を講じることがあります。  

（６）その他 

① 職員に対する贈り物や飲食のもてなしは、固くお断りいたします。 

① ペットの持ち込みは、衛生管理上お断りします。 

② 設備及び備品の使用については、使用法に従って使用してください。 

③ 火気の取り扱いについては、防火管理上使用を禁止します。 

④ 利用者の営利行為及び宗教の勧誘及び特定の政治活動は行わないでください。 

⑤ 他利用者への迷惑行為は行わないで下さい。 
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２４．重要事項説明の年月日 

令和  年  月  日 

 

指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書

面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

  （１）事業者 

    所在地   岡山県総社市日羽 454 番地 

    法人名   社会福祉法人 光優会 

    代表者名  理事長 光嶋 司     印 

     

    事業所名  介護老人福祉施設 光憂舘 

 

    説明者氏名                      印 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を

受けました。 

（２）利用者 

  住 所 

 

  氏 名                 印 

    

 

私は、利用者が指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護の入居及びサービ

スの提供開始にあたり、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、内容について同

意したことを確認しましたので、私がその署名を代行します。 

   （３）代理人 

 

    住 所 

 

    氏 名                 続柄（     ） 印 

 

    （４）身元引受人 

    住 所 

 

    氏 名                 続柄（     ） 印 


